
江戸川区の就学相談の流れ（小学校知的障害の例）

※ 就学相談の内容により、上記と流れが異なる場合があります。あらかじめご承知おき願います。

就学相談の申し込み

就学相談の実施
【学務課相談係 相談室等】

【電話による予約制です】

学務課相談係
５６６２－１６２７（直通）

【就学支援ファイルの作成】

・就学相談票
・面接票 等

お子さんの日常生活の様子や保護者の意向等の

聞き取りを行います。また医師診察記録や心理

検査結果等をご提出いただきます。

担当：特別支援教育相談員・事務職員

【行動観察会】

子ども１人×大人１人の個別活動

子ども７人程度×大人１人の集団活動
保護者面接

【就学支援委員会】
医学・心理・教育の専門家で構成される就学支
援委員会において、医師診察記録・発達に関す
る検査結果・学校（学級）体験の様子・在籍園
での状況等の資料に基づき、適切な就学先につ
いて審議を行います。

(メンバー)

特別支援学校長経験者
特別支援学級(知的障害)設置校長
特別支援学級(知的障害)教員

特別支援学級(情緒障害)教員
教育研究所教育相談員(心理士)
特別支援学校教員

学務課特別支援教育相談員 など

特別支援学校・特別支援学級
の見学・体験

行動観察会
（就学支援委員会）

就学支援委員会の判断を
保護者へ連絡

就学先の決定または継続相談

保護者の理解と納得の上で、就学先の決定を

行います。


